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 大学コンソーシアム京都主催勉強会 
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京都大学 学生総合支援センター 准教授 ／ 村田 淳 

（障害学生支援ルーム・チーフコーディネーター） 

障害者差別解消法をふまえて大学での支援を考える 



 〇“ 障害 ”の現在 
  —「障害」とは何か 
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＜ 障害者基本法における障害の定義 ＞ 

 （障害者） 

 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の

機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社

会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

状態にあるものをいう。 

 

 （社会的障壁） 

 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる

ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。   



 〇“ 障害 ”の現在 
  —障害者権利条約（国連）を批准 
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障害者権利条約（障害者の権利に関する条約） 

／Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

 

• 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳

の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措

置等について定める条約。 

 

• 2006年12月に国連総会において採択され、2008年に発効。 

 日本は2007年に署名し、2014年に批准。 
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障害者差別解消法 

（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律） 

 

• 2013年6月に成立、2016年4月に施行。 

 

• この法律により、障害者に対する差別的取扱いが禁止され、国・地方公

共団体等（国立大学法人等を含む）においては、合理的配慮の不提供も

禁止が法的義務に、民間事業者（私立大学等を含む）においては、努力

義務となった。 
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 〇障害学生支援と障害者差別解消法 
  —障害のある学生の増加 

  障害のある学生の増加推移 
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独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO） 
「大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書（2007～2017）」より 



2012年 6月：文部科学省 高等教育局に検討会を設置 

 

• 合理的配慮の考え方や取り組むべき課題を検討 

• 2012（H24）年12月、検討会報告（第一次まとめ）を取りまとめた。 

 

• 短期的課題として、各大学等における支援窓口の設置や大学間ネッ

トワークの形成など。 
 

• 長期的課題として、通学上の困難の改善、就職支援等、専門的人材

の養成、財政支援など。 

 

 →2016（H28）年度：第二回目の検討会を実施。 
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 〇障害学生支援と障害者差別解消法 
  —障害のある学生の修学支援に関する検討会（文部科学省） 
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（参考）大学における実施体制   

 

• 不当な差別的取扱いを防ぎ、必要な合理的配慮をできる限り円滑か

つ迅速・適切に決定・提供するためには、それぞれの大学等の状況を

踏まえた体制整備が不可欠である。これらの体制整備に必要な観点

や定めておくべき手順を以下に示す。 

 

  ①事前的改善措置 

  ②学内規程 

  ③組織 

   →委員会、支援専門部署、紛争解決のための第三者組織 
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（社会的な動向をうけて） 
 

• 大学においても、「特別」から「当たり前」へ。 

• 「しなければならない」という義務へシフト。 

• 大学がユニバーサルな環境であることは、グローバルスタンダード

に。 
 

 

 

【大学全体として必要な取り組み】 
 

 支援体制の整備、安定的な支援の運営 

 障害者差別解消法への対応 

 バリアフリー化、理解啓発の促進 etc 
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 〇障害学生支援と障害者差別解消法 
  —高等教育機関としての役割 


